
（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000055契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年４月２１日から令和３年６月３０日まで

埼玉県越谷市東越谷７－３１－３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 池中建設株式会社            

3,520,000 円(税込み)

【特命随意契約理由】 
本工事は、越谷・松伏水道企業団発注の舗装工事と一連で作業することにより、工期の短縮・円滑
な施工・安全性を確保できるとともに、経費の削減ができることから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第６号の規定により、上記の舗装工事の受注者である池中建設株式会社に特命随意契
約を締結するものです。

下水道マンホール蓋交換工事（越谷第十処理分区）

越谷市南町三丁目地内

（８）概 要 マンホール蓋交換　１６箇所 
付帯工　１式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000038契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年４月２３日から令和３年１０月２９日まで

東京都豊島区巣鴨１－９－１１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

          東京営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社三進ろ過工業          

2,389,860 円(税込み)

随意契約理由：本工事は、既存の設備等と密接不可分の関係にあることから、同一施工業者以外に
工事を行わせた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがあるため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号により、随意契約を締結するものです。 

特命理由：本工事は、既存ろ過機の一部を工事するものであり、既存の設備等と密接不可分の関係
にあることから、同一施工業者以外に工事を行わせた場合、設備等の使用に著しい支障が生じるお
それがあるので、工事後のろ過機の機能維持と施工責任の所在を明確にするため、既存ろ過機メー
カーである株式会社三進ろ過工業東京営業所を特命にて契約を締結するものです。

富士中学校外１校プールろ過機改修工事

越谷市新越谷一丁目８５番地外

（８）概 要 工事の大要：富士中学校、栄進中学校のプールろ過機の改修工事を行う。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

003№

5031000039契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年４月２３日から令和３年１０月２９日まで

東京都豊島区巣鴨１－９－１１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

          東京営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社三進ろ過工業          

4,946,590 円(税込み)

随意契約理由：本工事は、既存の設備等と密接不可分の関係にあることから、同一施工業者以外に
工事を行わせた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがあるため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号により、随意契約を締結するものです。 

特命理由：本工事は、既存ろ過機の一部を工事するものであり、既存の設備等と密接不可分の関係
にあることから、同一施工業者以外に工事を行わせた場合、設備等の使用に著しい支障が生じるお
それがあるので、工事後のろ過機の機能維持と施工責任の所在を明確にするため、既存ろ過機メー
カーである株式会社三進ろ過工業東京営業所を特命にて契約を締結するものです。

大沢小学校外４校プールろ過機改修工事

越谷市大沢二丁目１３番２１号外

（８）概 要 工事の大要：大沢小学校、西方小学校、出羽小学校、大袋東小学校、大袋北小学校のプールろ過機
の改修工事を行う。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5031000040契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年４月２７日から令和３年９月３０日まで

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

関越支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 三菱電機ビルテクノサービス株式会社   

5,567,210 円(税込み)

特命随意契約理由：本修繕は、既設エレベーターの巻上ロープ等を交換する修繕であり、エレベー
ターの構造及び機器等の故障に関する責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号により、製造者である、「三菱ビルテクノサービス株式会社関越支社」と特命随
意契約を締結するものです。

出羽小学校外５校エレベーター修繕

越谷市谷中町二丁目６９番地外

（８）概 要 修繕の大要：下記小学校のエレベーターの部品交換を行う。 
出羽小・増林小・大間野小・西方小・花田小・城ノ上小



　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１４０号線外３路線）と
同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全
性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場
管理費及び一般管理費においてコストを削減できることから、当該工事の受注者である清和土木株
式会社と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

下水道築造工事（区６－１４０号線外２路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝１４２．４ｍ 
管体延長　Ｌ＝１３８．３ｍ 
　硬質塩化ビニル管Φ２００　Ｌ＝１３８．３ｍ 
　組立１号マンホール　５箇所 
　取付管およびます　　９箇所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 清和土木株式会社            

7,392,000 円(税込み)

令和３年５月６日から令和３年７月３０日まで

埼玉県越谷市南荻島４２８８

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000076契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5032000088契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年５月２１日から令和４年２月２８日まで

埼玉県越谷市東越谷６－１７－３

土木施設維持管理（苑地）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社東武緑化サービス        

1,199,000 円(税込み)

随意契約理由：本案件は、過去２回の入札を実施しましたが、入札に付し落札者がいなかったため
不調となったものです。そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付
し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定により随意契約にて執行
いたします。 
なお、本案件の直近の入札において応札があった業者の見積合わせ（９者）とするものです。

庭園管理委託（第一学校給食センター外２か所）

越谷市相模町三丁目４８番地１外

（８）概 要 市内３か所の学校給食センターは、衛生管理を求められる施設であり、その広大な敷地の維持管理
を行う必要がある。したがって、低木剪定や除草、抑制剤等の散布といった専門的知識、高度な技
術を活用し、経済的かつ効率的に業務を遂行する必要があるため委託する。 

第一給食センター　一式 
第二給食センター　一式 
第三給食センター　一式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5032000089契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

四宮ビル２階

令和３年５月２１日から令和４年３月１５日まで

東京都目黒区祐天寺２－１４－１９

建築コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社新居千秋都市建築設計      

50,438,850 円(税込み)

【随意契約理由】 
　本件は、設計者の企画力、技術力及び経験等による平面プラン（レイアウト）や構造により費用
が左右されることから、価格による競争だけではなく、設計を委ねるにふさわしい適性を備えた設
計者を選考する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、公
募型プロポーザル方式による随意契約とするものです。 
【特命理由】 
　審査の結果、最も評価が高いと認められた株式会社新居千秋都市建築設計を契約相手方とするも
のです。

（仮称）緑の森公園保育所整備事業設計業務委託

越谷市越ヶ谷字一番２６２０番１外

（８）概 要 （仮称）緑の森公園保育所を整備する基本設計および実施設計業務を委託する。 
（延べ面積２，２００㎡程度） 
委託目的：本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的、効果的処理が図
られると認められる業務であるため。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000146契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

ニッセイ大宮桜木町ビル

令和３年６月１０日から令和４年２月２５日まで

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

北関東支店

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 昱株式会社               

17,325,000 円(税込み)

特命随意契約該当理由： 
本修繕は、老朽化した株式会社日立製作所が製造した雨水ポンプのオーバーホールである。ポンプ
本体を分解し清掃・組立調整を行う際に、当該ポンプに精通している者以外に修繕させた場合、今
後の運転に支障をきたす恐れがあるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に
より、本ポンプの知識や現場の状況等に精通している製造メーカー特約店であり施工者である昱株
式会社北関東支店と特命随意契約とするものである。

十両堀排水機場Ｎｏ．２雨水ポンプ修繕

越谷市弥栄町二丁目５１４番地１７２

（８）概 要 修繕概要：十両堀排水機場Ｎｏ．２雨水ポンプ（φ３５０　１５ｋＷ）のオー 
　　　　　バーホール　一式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000164契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月１６日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

3,157,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－９１号線外２路線）と同
一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・
円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費においてコスト削減ができることから、当該工事の受注者と地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

下水道築造工事（区６－９１号線外１路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝６１．９ｍ 
管体延長　Ｌ＝５９．０ｍ 
　硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝５９．０ｍ 
　１号マンホール　２箇所 
　小型マンホール　１箇所 
　取付管およびます　６箇所



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

003№

5031000139契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月１８日から令和３年９月１０日まで

埼玉県越谷市南荻島４２８８

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 清和土木株式会社            

4,785,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１４０号線外３路線）と
同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全
性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場
管理費及び一般管理費においてコストが削減できることから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第６号の規定により、上記既設工事の受注者である清和土木株式会社と特命随意契約を締結す
るものです。

盛土整地工事（１９０－１街区外１街区）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 敷地造成工　Ａ＝１０５３ｍ２ 
　購入土盛土　Ｖ＝３００ｍ３ 
　発生土盛土　Ｖ＝２９５ｍ３



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5031000155契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月１８日から令和３年１２月１５日まで

埼玉県川口市仲町５－１１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

関東支店

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社前澤エンジニアリングサービス  

4,620,000 円(税込み)

特命随意契約理由：下水道中継ポンプ場の除塵機は、継続的に使用される設備であり、都市機能を
維持するための重要な施設である。そのため、高品質な修繕が可能な信頼のある業者と契約する必
要があり、価格面での競争を主眼とした競争入札では、その確保が難しいため地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号により当除塵機の製造業者である株式会社前澤エンジニアリングサービ
スを契約の相手方とする。

東越谷第三ポンプ場除塵機修繕

越谷市宮前一丁目１８番地３

（８）概 要 除塵機のオーバーホール　一式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

005№

5031000167契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月２１日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県越谷市谷中町４－１４３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 太陽建設工業株式会社          

2,849,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－６６号線）と同一施工区
域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・円滑な施
工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場管理費及び一
般管理費においてコストが削減できることから、当該工事の受注者と地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

下水道築造工事（区６－６６号線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝４３．１ｍ 
管体延長　Ｌ＝４１．３ｍ 
　硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝４１．３ｍ 
　１号マンホール　１箇所 
　取付管およびます　２箇所



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

006№

5031000184契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月２３日から令和３年９月３０日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

4,697,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１０５号線外２路線）と
同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全
性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場
管理費及び一般管理費においてコストが削減できることから、当該工事の受注者と地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

下水道築造工事（区６－１０５号線外１路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝６３．２ｍ 
管体延長　Ｌ＝６０．９ｍ 
　硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝６０．９ｍ 
　組立１号マンホール　３箇所 
　取付け管及び桝　６箇所 
　取付け管　２箇所



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

007№

5031000163契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月２８日から令和４年２月２８日まで

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－３８－１

電気通信工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

さいたま営業所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 メタウォーター株式会社         

66,000,000 円(税込み)

特命随意契約理由：更新対象となる遠方監視制御設備が監視しているポンプ場・排水機場は、昼夜
問わず稼働しており、市民生活に係る重要な施設である。 
　本工事では、遠方監視制御設備の機能を維持したまま一部設備の更新を行うことから、製造業者
以外では設備を更新することができない。そのため、当該設備の機能維持に関する責任の所在の明
確化を図るため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、製造業者であるメ
タウォーター株式会社さいたま営業所と特命随意契約を締結するものである。

越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備改修工事

越谷市南越谷三丁目２３番地

（８）概 要 越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備更新（インターフェイスコントローラ）　一式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

008№

5031000178契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年６月２８日から令和３年１２月１７日まで

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

関東支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 荏原実業株式会社            

4,620,000 円(税込み)

随意契約該当理由 
脱臭設備は、汚水ポンプ同様に継続的に使用される設備であり、衛生環境を 
維持するための重要な設備である。 
そのため、高品質な修繕が可能な信頼のおける業者と契約する必要があり、 
価格面の競争を主眼とした競争入札では、その確保が難しいため、 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とする。 

特命の理由 
脱臭設備は、継続的に利用されるために信頼のおける業者と契約する必要がある。 
また、責任の所在を明確にするために当製品のメーカーであり、施工者である 
荏原実業株式会社関東支社を契約の相手方とする。

脱臭設備修繕（間久里ポンプ場外３か所）

越谷市千間台東三丁目３３番地１外３か所

（８）概 要 脱臭剤交換修繕　一式



随意契約理由：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約。 
標準宅地の時点修正率を求める鑑定評価には、越谷市の地域特性を十分に把握し、固定資産の鑑定
評価について十分に精通している者を相手方にする必要があり、価格面を主眼とした競争入札では
その確保が難しいことから随意契約とするものです。 
特命理由：令和３年度標準宅地の鑑定評価を行った者が同一標準宅地の時点修正鑑定評価を行うこ
とにより、より正確で適正な地価動向の把握が可能となり、かつ越谷市周辺市町との接点部及び埼
玉県内の市町村の時点修正率の調整並びに不動産鑑定士間の情報交換を円滑に行うことが可能にな
るため、下記推薦業者を契約の相手方とするものです。

令和４年度固定資産評価の時点修正に関する業務委託

越谷市千間台東一丁目６番１５外５９８箇所

（８）概 要 固定資産（土地）については、地方税法附則第１７条の２の規定により、基準年度の価格を３年間
据え置くこととされている地方税法第３４９条の規定に関わらず、据え置き年度である令和４年度
においても地価が下落していると認められる地域に対して前年度の価格によることが課税上著しく
均衡を失すると認められる場合には、市長が価格の修正を行うことができるとされています。 
　本業務は、令和４年度の土地の評価額の修正の可否を判断するにあたり、不動産鑑定士による鑑
定評価を活用し、令和２年１月１日から令和３年７月１日までの本市における地価の下落状況を把
握するため、標準宅地５９９地点の不動産鑑定評価を専門業者に委託するものです。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会   

7,808,075 円(税込み)

令和３年６月９日から令和３年１０月１５日まで

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１

補償コンサルタント（登録有）　不動産鑑定

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5032000113契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命随意契約理由：本件は、中央監視装置及び空気調和設備の自動制御機器の修繕であり、作動 
しなくなると、施設管理において大きな支障をきたすことになります。 
　当該製品は、下記推薦業者である、アズビル株式会社製であり、機器の設置や設置盤の加工、 
修理後のシステム設定など、当該業者しか行えないことから、地方自治法施行令第１６７条の２ 
第１項第２号の規定により、本機器の製造メーカーである、アズビル（株）ビルシステムカンパ 
ニー北関東支店と特命随意契約を締結するものです。

中央市民会館中央監視・空調自動制御機器修繕

越谷市越ヶ谷四丁目１番１号

（８）概 要 中央監視装置及び空気調和設備の自動制御機器の修繕を行う。

ビルシステムカンパニー北関東支店

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 アズビル株式会社            

1,738,000 円(税込み)

令和３年７月５日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000214契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命随意契約理由： 
　本修繕は保健所の空調機の修繕であり、機器等の故障に関する責任の所在の明確化を図るため
に、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、当該空調機等の新設工事を施工
し、かつ現在の保守管理業者である株式会社ナカノヤに、特命随意契約を締結するものです。

保健所空調機修繕

越谷市東越谷十丁目３１番地

（８）概 要 空調機修繕　　　　　　　　　　　　　８台

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社ナカノヤ            

1,342,000 円(税込み)

令和３年７月１６日から令和３年８月３１日まで

埼玉県越谷市大沢３－２８－１１

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000266契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命随意契約該当理由 
本修繕は、経年劣化した新明和工業株式会社製汚水ポンプの修繕を行うものです。ポンプ本体の交
換を行う際に、既設配管接続部が同一のメーカーである必要があるため、製造メーカー以外の者に
修繕させた場合、今後の運転に支障をきたす恐れがあります。そのため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号の規定により、本設備の知識や現場の状況等に精通した製造メーカー系列会
社である新明和アクアテクサービス株式会社と特命随意契約するものです。

東越谷第二ポンプ場汚水ポンプ修繕

越谷市宮前一丁目１番地１３

（８）概 要 ・Ｎｏ．１・２汚水ポンプの交換　一式

北関東センター

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和アクアテクサービス株式会社    

4,620,000 円(税込み)

令和３年７月２６日から令和３年１１月３０日まで

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5031000274契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命随意契約該当理由 
　本修繕は、故障した新明和工業株式会社製汚水ポンプの修繕を行うものです。ポンプの分解・整
備を実施するにあたり、製造メーカー以外が修繕を行うとポンプの品質性能及び製品の補償を得る
ことが不能となることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、本設備
の知識や現場の状況等に精通した製造メーカー系列会社である新明和アクアテクサービス株式会社
と特命随意契約するものです。

千間台第一ポンプ場№２汚水ポンプ修繕

越谷市千間台西四丁目４番地

（８）概 要 №２汚水ポンプ（ＣＮ２５０Ｇ）修繕　一式

北関東センター

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 新明和アクアテクサービス株式会社    

3,190,000 円(税込み)

令和３年７月２６日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

004№

5031000276契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



　本工事は、越谷市役所第二庁舎３階、４階に登退庁システム用のモニターを設置する工事です。
工事期間内である越谷市役所新庁舎建設工事（本庁舎部分は、引渡し済）にて設置した登退庁シス
テムに接続するため、新庁舎建設工事と密接に関係し、登退庁システムの内容を熟知しているもの
が本工事を施工する必要があり、施工に係る責任の所在を明確にする必要がある。 
　これらのことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、越谷市役所新
庁舎建設工事（電気設備）の受注者である、八洲・昭電特定建設工事共同企業体と特命随意契約を
締結するものです。

市役所第二庁舎登退庁システム用モニター設置工事

越谷市越ケ谷四丁目２番１号

（８）概 要 第二庁舎３階、４階に登退庁システム用モニターを設置する。

㈹株式会社八洲電業社　川口支店

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 八洲・昭電特定建設工事共同企業体    

3,960,000 円(税込み)

令和３年７月２６日から令和３年９月３０日まで

埼玉県川口市中青木５－１１－２

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

005№

5031000277契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



＜特命理由＞ 
　本業務は、越谷市立小中一貫校整備基本計画策定支援等業務委託において作成した基本計画に基
づき、本事業を実施するため、実施方針作成、契約締結の手続きに係る業務等の支援を行う業務で
あり、基本計画の作成に至る検討経過を踏まえたうえで、本市の意向を実現できる民間事業者提案
を引き出す必要があります。そのためには、当該基本計画策定支援等業務を通じて蓄積された本事
業に関する知見や民間事業者への市場調査により得られた情報を引き続き蓄積し、要求水準書や入
札説明書（募集要項）に正確に反映させなければ本事業は、実現できないことから、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、当該業務委託を受注し、業務内容に精通した
（株）建設技術研究所関東事務所と特命随意契約を締結するものです。

越谷市立小中一貫校整備ＰＦＩ事業アドバイザリー業務委託

越谷市蒲生旭町１番８４号外

（８）概 要 ＜委託の大要＞ 
本業務は、越谷市立小中一貫校基本計画策定支援等業務委託を通じて検討したＰＦＩ手法の事業ス
キームにより実施するにあたり、本事業を実施する民間事業者の募集・選定・契約手続きに係る業
務及びその関連業務の支援を委託するものであり、第３者の高度な技術知識及び経験等によらなけ
れば目的の達成が困難な業務であるため、本業務を委託するのもです。

関東事務所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社建設技術研究所         

56,925,000 円(税込み)

令和３年７月１日から令和４年９月３０日まで

埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１４－６

建設コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5032000150契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



　本業務は、令和２年度に実施した地歴調査業務委託と関連しており、地歴調査の結果確認された
汚染のおそれの区分に基づいて、土壌概況調査を行います。 
　本業務で実施する土壌概況調査の対象箇所における資料調査、現地調査等で収取した情報につい
ては、地歴調査業務委託の受注者である中央開発株式会社が保有しており、調査結果に基づいて土
壌汚染のおそれがあると想定される特定有害物質の種類を選定しているため、地歴調査業務委託の
成果及び資料の活用が不可欠であり、かつ既存の調査結果との整合性を図る上で必須であることか
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、当該地歴調査業務委託を受注
し、業務内容に精通した中央開発株式会社と特命随意契約を締結するものです。

土壌概況調査業務委託

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 表土調査（試料採取等）　１箇所 

　本業務は、西大袋土地区画整理事業地内の８８街区における土壌概況調査業務委託であり、第三
者の高度な技術、知識及び経験等によらなければ目的達成が困難なため、委託するものです。

関東支店

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 中央開発株式会社            

1,496,000 円(税込み)

令和３年７月１６日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県川口市西青木３－４－２

地質調査（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

002№

5032000167契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命の理由：本工事は、別途工事である蒲生第二小学校校舎改修工事に伴い、既存エアコン室内機
を移設するものです。既存エアコンの維持管理はＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社がおこなっ
ていることから、施工後の機器の構造及び故障に対する責任の所在を明確にするため、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により、ＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社と特命随意契約
を締結するものです。

蒲生第二小学校エアコン移設工事

越谷市蒲生旭町１番７５号

（８）概 要 工事の大要：別途発注工事である蒲生第二小学校校舎改修工事に伴い、間仕切り壁位置が変更とな
るため、エアコンを移設する。

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 ＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社   

2,090,000 円(税込み)

令和３年８月５日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県越谷市大沢３－２８－１１

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000299契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



【特命随意契約理由】 
　本工事は、越谷・松伏水道企業団発注の舗装工事と一連で作業することにより、工期の短縮・円
滑な施工・安全性を確保できるとともに、経費の合算によりコストを削減できることから、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、上記の舗装工事の受注者である太陽建設工
業株式会社に特命随意契約を締結するものです。

下水道マンホール蓋交換工事（越谷第四処理分区）

越谷市千間台東四丁目地内外

（８）概 要 マンホール蓋交換　９箇所 
付帯工　１式

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 太陽建設工業株式会社          

2,145,000 円(税込み)

令和３年８月１０日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県越谷市谷中町４－１４３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000307契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－１０５号線外２路線）と
同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全
性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より現場管理費及び一
般管理費においてコストを削減できることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の
規定により、上記既設工事の受注者である矢島建設株式会社と特命随意契約を締結するものです。

盛土整地工事（１２７街区）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 敷地造成工　Ａ＝１６４６ｍ２ 
　掘削　Ｖ＝２２９ｍ３ 
　購入土盛土　Ｖ＝２７ｍ３ 
　発生土盛土　Ｖ＝３５１ｍ３

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

3,729,000 円(税込み)

令和３年８月１１日から令和３年１０月２９日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

003№

5031000328契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命随意契約理由 
越谷市斎場は、ＰＦＩ事業方式を採用しており、ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社に建設から２０年間
の運営・維持管理を委託しています。防水改修工事を行うにあたり、建設を行っていない事業者が
工事を行った場合、施工後の不具合に対して責任分界点が不明確となるため、ＰＦＩ事業期間中は
これを回避する必要があること、また、防水工事のために斎場の稼働を休止させることはできず、
火葬や葬儀の進行にあわせて、工事に伴う騒音や臭気の発生を、現場と調整してコントロールでき
る事業者と契約を締結する必要があることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定により、ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社の構成企業である株式会社大林組と随意契約を締結する
ものです。

越谷市斎場防水改修工事

越谷市大字増林３９８９番地１

（８）概 要 工事の大要 
越谷市斎場の屋根外壁面防水改修工事 
１）屋根・外壁面および笠木等金物廻りのシーリング打ち替えを行う。 
２）屋上露出防水のトップコート塗布を行う。 
３）外壁タイル面（炉室棟等）不良個所の調査及び補修を行う。

関東支店

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社大林組             

109,450,000 円(税込み)

令和３年８月１６日から令和４年３月１５日まで

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２

建築一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

004№

5031000305契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



特命随意契約理由 
本工事は、既設エレベーターの耐震補強をする工事であり、エレベーターの構造及び機器等の 
故障に関する責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に 
より、製造者である、「東芝エレベータ株式会社北関東支社」と特命随意契約を締結するもの 
です。

大相模地区センターエレベーター耐震補強工事

越谷市相模町三丁目４２番地１

（８）概 要 乗用エレベーターの耐震補強工事を行う。

北関東支社

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 東芝エレベータ株式会社         

2,200,000 円(税込み)

令和３年８月２０日から令和４年３月１５日まで

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

005№

5031000325契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



　本修繕は、浸出水処理施設の回転円盤装置の交換であり、機器等の故障等に関する責任の所在の
明確化を図るために、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、水処理施設の
設計・施工業者であり、かつ保守管理業者である株式会社神鋼環境ソリューション東京支社に、特
命随意契約を締結するものです。

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設ＮＯ．１回転円盤装置修繕

越谷市大字砂原１４６番地１

（８）概 要 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設の回転円盤装置の交換。

東京支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 株式会社神鋼環境ソリューション     

18,920,000 円(税込み)

住友不動産大崎ガーデンタワー

令和３年８月２７日から令和４年３月１５日まで

東京都品川区西品川１－１－１

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

006№

5031000338契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



　本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－８３号線外１路線）と同
一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・
円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費においてコストを削減できることから、当該工事の受注者と地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

下水道築造工事（区６－８３号線外１路線）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 路線延長　Ｌ＝３９．８ｍ 
管体延長　Ｌ＝３８．４ｍ 
　硬質塩化ビニル管φ２００　Ｌ＝３８．４ｍ 
　１号マンホール　１箇所 
　取付管およびます　１箇所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

2,112,000 円(税込み)

令和３年８月３０日から令和３年１１月３０日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

007№

5031000346契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000373契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年９月１０日から令和３年１２月２４日まで

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０

機械器具設置工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

関越支社

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 三菱電機ビルテクノサービス株式会社   

7,975,000 円(税込み)

特命随意契約理由： 
　本修繕は既設エスカレーターの手摺及び踏段の円滑な稼働を持続させるために修繕するものであ
り、当該エスカレーターに精通している者以外に修繕させた場合、今後の運転に支障をきたす恐れ
があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、構造及び機器等の知識
や現場の状況等に精通している製造メーカーの三菱電機ビルテクノサービス株式会社に特命随意契
約するものです。

大袋駅自由通路内東口エスカレーター修繕

越谷市大字袋山地内

（８）概 要 修繕概要： 
　エスカレーター設備機能維持のため修繕を行う。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000394契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

号

令和３年９月１５日から令和３年１２月１０日まで

埼玉県さいたま市大宮区東町一丁目３６番１

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社東建エンジニアリング      

2,398,000 円(税込み)

特命随意契約該当理由： 
本工事は、大雨等における河川等の水位監視を行うための水位計を設置する工事である。 
水位監視にあたっては、現在、主要な雨水幹線１箇所において、大雨等による急激な水位変化を正
確かつリアルタイムで把握するため、稠密水位計にて観測した水位データをクラウド通信サービス
を利用し遠隔監視を行っている。 
今後、本工事により設置する水位計と既設の水位計を一体的に運用し、効率的な水防活動を行なう
ためには、既存システムへの接続が必要となるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号の規定より当システム機器の製造メーカーである株式会社東建エンジニアリングと特命随意契約
とするものである。

稠密水位計設置工事

越谷市新川町一丁目地内外

（８）概 要 工事概要：稠密水位計設置　２箇所

















（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000641契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

－２　与野太平ビル６階

令和３年１２月３日から令和４年３月２５日まで

埼玉県さいたま市中央区大字下落合１０５０

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

㈹株式会社太平エンジニアリング北関東支店

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 太平・ナカノヤ・豊田特定建設工事共同企業

43,450,000 円(税込み)

　本工事は、越谷市役所第二庁舎１階及び２階の空調設備を改修するものであり、経年劣化により
空調機を大々的に更新するとともに、併せて制御設備も改修する工事である。制御設備について
は、今後、（仮称）市民協働ゾーン完成と共に、本庁舎、第二、第三庁舎一体となった制御システ
ムを構築する予定であり、一部供用開始をしている越谷市役所新庁舎建設工事（機械設備）で設置
した集中管理リモコンと密接な関係性がある。 
　このことから、集中管理リモコンを設置し、市役所全体の空調設備を熟知しているものが本工事
を施工することにより安全性が確保され、施工に係る責任の所在が明確になることが期待できるた
め、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、越谷市役所新庁舎建設工事（機
械設備）の受注者である、「太平・ナカノヤ・豊田特定建設工事共同企業体」と特命随意契約を締
結するものです。

市役所第二庁舎１階及び２階系統空調設備改修工事

越谷市越ケ谷四丁目２番１号

（８）概 要 第二庁舎１階（ＡＣ－Ａ・Ｂ・Ｃ、ＰＣ－ａ）系統、２階（ＡＣ－Ｄ、ＰＣ－ｂ）系統、１、２階
ＥＶホール（ＰＣ－ｅ）系統の空調室外機と空調室内機を交換する。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000700契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年１２月９日から令和４年３月１５日まで

埼玉県越谷市袋山１９５９

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 矢島建設株式会社            

4,840,000 円(税込み)

本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－９１号線外２路線）と施工
箇所が近接しているため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・
円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より現場管理費及び一般管
理費においてコストを削減できることから、当該工事の受注者である矢島建設株式会社と地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

盛土整地工事（１１１街区外１街区）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 敷地造成工　Ａ＝９１９．６ｍ２ 
　掘削　Ｖ＝８７ｍ３ 
　購入土盛土　Ｖ＝３３１ｍ３ 
　流用土盛土　Ｖ＝１４０ｍ３ 
　土砂等運搬　Ｖ＝８７ｍ３



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

003№

5031000701契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年１２月１０日から令和４年３月２５日まで

埼玉県越谷市向畑５２８－４

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 有限会社沖田土木            

10,505,000 円(税込み)

【随意契約理由】 
　本案件は、過去２回の入札を実施しましたが、入札に付し落札者がなかったため中止となったも
のです。そのため、地方自治法施工令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がない
とき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。）。の規定により随意契約にて執行いたします。 
　なお、本案件は、市内業者を対象に対応を確認したところ、受注意欲があることを確認できたた
め、随意契約による執行とするものです。

道路補修工事（市道６０９１２号線）

越谷市神明町三丁目地内

（８）概 要 Ｌ＝１００．３ｍ　Ｗ＝４．０ｍ 
道路土工１式 
舗装工：下層路盤（ｔ＝２００）１０６㎡ 
　　　　上層路盤（ｔ＝１００）１０６㎡ 
　　　　不陸整正（ｔ＝３０）２１９㎡ 
　　　　表層（ｔ＝４０）３２６㎡ 
排水構造物工：側溝（２４０×２４０）１３９．１ｍ 
　　　　　　　側溝（２４０×３００）４９．４ｍ 
　　　　　　　管渠（Φ２００）８．７ｍ 
　　　　　　　集水桝　４基 
構造物撤去工：１式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5031000712契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年１２月１０日から令和４年２月２８日まで

埼玉県越谷市谷中町４－１４３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 太陽建設工業株式会社          

9,020,000 円(税込み)

本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区６－６６号線）と施工箇所が近
接しているため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・円滑な施
工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より現場管理費及び一般管理費にお
いてコストを削減できることから、当該工事の受注者である太陽建設工業株式会社と地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第６号により特命随意契約を締結するものです。

盛土整地工事（８７－１街区）

越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（８）概 要 敷地造成工　Ａ＝１４７９．６ｍ２ 
　掘削　Ｖ＝６３４ｍ３ 
　購入土盛土　Ｖ＝６５３ｍ３ 
　土砂等運搬　Ｖ＝６３４ｍ３



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

005№

5031000757契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年１２月２２日から令和４年３月２４日まで

埼玉県越谷市赤山町２－１８０

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社鈴木組             

8,800,000 円(税込み)

【特命随意契約理由】 
本案件は、一般競争入札にて再度入札を実施しましたが、予定価格以内の応札者が無く、落札者の
決定にいたりませんでした。そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競合入札
に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。）の規定により随意契約
にて執行いたします。 
　なお、市内業者を対象に、受注意欲の確認をした結果、株式会社鈴木組に受注意欲があることを
確認できたため、当該業者と特命随意契約を締結するものです。

排水路整備工事（３－５）

越谷市相模町二丁目地内

（８）概 要 施工延長Ｌ＝２３６．９ｍ 
　河床調整工Ｌ＝２３６．９ｍ



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

006№

5031000724契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

ロイヤルビル２０１号室

令和３年１２月２３日から令和４年３月２５日まで

埼玉県越谷市越ヶ谷１－１５－１３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社ＮーＣＲＥＷ          

11,000,000 円(税込み)

本案件は、過去２回の入札を実施しましたが、入札に付し落札者がなかったため、中止となったも
のです。そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がない
とき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定により随意契約にて執行いたします。 
　なお、本案件は、市内業者を対象に対応を確認したところ、受注意欲があることを確認できたた
め、随意契約による執行とするものです。

道路改良工事（市道８０２７５号線）

越谷市大成町六丁目地内

（８）概 要 延長　Ｌ＝１０１．４ｍ　舗装幅員　Ｗ＝６．０ｍ 
道路土工：一式 
排水構造物工：Ｕ型側溝（３００×３００）７４ｍ、（田圃側）２４ｍ 
　　　　　　　横断暗渠（３００×３００）５ｍ 
　　　　　　　集水桝（Ａ）２基、（Ｂ）１基、（Ｃ）２基 
舗　装　工　：下層路盤（ｔ＝３０ｃｍ）１０３ｍ２、 
　　　　　　　上層路盤（ｔ＝１０ｃｍ）１０３ｍ２ 
　　　　　　　不陸整正（ｔ＝３ｃｍ）４２０ｍ２、表層（ｔ＝５ｃｍ）５２８ｍ２ 
付　帯　工　：一式 
区画線工　　：溶融式区画線一式



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5032000320契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和３年１２月１０日から令和５年１０月３１日まで

埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１４－６

建設コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

関東事務所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社建設技術研究所         

25,076,700 円(税込み)

【特命理由】本業務は、（仮称）越谷市立地域スポーツセンター整備事業を受注した民間事業者が
実施する設計・建設等の確認業務の支援を行う業務であり、本市の要求事項との整合性の確認をす
る必要があります。そのためには、当該基本計画及びアドバイザリー業務を通じて蓄積されてきた
本事業に関する知見がなければ、本事業を実現できないことから、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号の規定により、当該基本計画及びアドバイザリー業務を受注し、業務内容に精通し
た株式会社建設技術研究所関東事務所と特命随意契約を締結するものです。

（仮称）越谷市立地域スポーツセンター整備事業モニタリング業務 
委託

越谷市大沢二丁目１０番２１号外

（８）概 要 【委託概要】本業務は、（仮称）越谷市立地域スポーツセンター整備事業について、ＰＰＰ手法を
導入して実施するため、民間事業者が実施する設計・建設等の確認支援業務を委託するものです。 
【委託目的】本業務は、専門家の高度な知識及び技術等を必要とし、業務の効率的・効果的処理が
図られると認められる業務であるため、委託するものです。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5032000332契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

大同生命大宮ビル

令和３年１２月１７日から令和５年３月１５日まで

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－２３－１

建設コンサルタント（登録有）　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

埼玉事務所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 パシフィックコンサルタンツ株式会社   

4,070,000 円(税込み)

特命随意契約該当理由 
　本委託は、東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事に伴い施工監理業務委託するものです。 
本委託を行うにあたり、令和元年度に実施した越谷市公共下水道ポンプ場施設改築実施設計業務委
託（汚水）の成果及び資料を熟知している必要があります。また、ポンプ場の稼働状況や機器状態
を把握した上でポンプ場を稼働させながら設計図書に沿った円滑な監理ができる業者と契約をする
必要があることから地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、当該実施設計業
務委託を受注し、業務内容に精通したパシフィックコンサルタンツ株式会社埼玉事務所と特命随意
契約を締結するものです。

東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事施工監理業務委託

越谷市東越谷二丁目１３番地

（８）概 要 委託概要：施工監理業務　一式 

委託理由：本委託業務は、東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事に伴う施工監理業務であり、高度
な専門知識と専門技術が必要となる業務であるため専門業者に委託するものです。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000781契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和４年１月７日から令和４年３月２４日まで

埼玉県越谷市向畑５２８－４

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 有限会社沖田土木            

4,895,000 円(税込み)

【特命随意契約理由】 
　本案件は、指名競争入札にて再度入札を実施しましたが、予定価格以内の応札者が無く、落札者
の決定にいたりませんでした。そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競合入
札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。）の規定により随意契
約にて執行いたします。 
　なお、市内業者を対象に、受注意欲の確認をした結果、有限会社沖田土木に受注意欲があること
を確認できたため、当該業者と特命随意契約を締結するものです。

排水路整備工事（３－６）

越谷市大間野町四丁目地内

（８）概 要 施工延長Ｌ＝１０５ｍ 
　河床調整工Ｌ＝１０５ｍ 



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000782契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和４年１月１４日から令和４年３月２５日まで

埼玉県越谷市七左町７－１８１－１

とび・土工・コンクリート工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社水谷工務店           

48,950,000 円(税込み)

特命随意契約理由 
　本工事は、大雨の際に校庭の広範囲に水溜まりが生じ、学校運営に支障をきたしているため、校
庭の改修を行うものである。水溜まりの改善には、令和２年度に発注し、令和３年６月に完成した
大袋中学校外構改修工事における盛土の組成、排水計画及び校庭レベルに密接に関係することか
ら、それらを熟知しているものが、本工事を実施することで高い施工精度を確保できるとともに、
事前の排水計画確認、測量費用等の削減が図ることができる。さらに、学校運営状況を把握してい
ることから、工事中における施設利用者への配慮を行うとともに安全と円滑な施工を実施すること
ができる。 
これらのことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により、大袋中学校外構
改修工事の受注者である株式会社水谷工務店と特命随意契約を締結するものである。

大袋中学校外構改修工事

越谷市大字大竹２３６番地

（８）概 要 ・校庭に暗渠排水管を布設する。 
・校庭の不陸整正工事を行う。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

003№

5031000719契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和４年１月２１日から令和４年３月１５日まで

埼玉県越谷市大沢３－２８－１１

管工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 ＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社   

2,200,000 円(税込み)

特命の理由：本工事は、別途工事である出羽小学校少人数教室改修工事に伴い、既存エアコン室内
機を移設するものです。既存エアコンの維持管理はＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社がおこ
なっていることから、施工後の機器の構造及び故障に対する責任の所在を明確にするため、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、ＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社と特命随意
契約を締結するものです。

出羽小学校エアコン移設工事

越谷市谷中町二丁目６９番地

（８）概 要 工事の大要：別途発注工事である出羽小学校少人数教室改修工事に伴い、間仕切り壁位置が変更と
なるため、エアコンを移設する。



（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別

随意契約執行結果（公表用）

004№

5031000815契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

令和４年１月３１日から令和４年３月２５日まで

埼玉県越谷市蒲生愛宕町１１－３４

電気工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 株式会社カネクラ            

9,628,300 円(税込み)

　本案件は、過去２回の入札を実施しましたが、入札に付し落札者がなかったため不調となったも
のです。そのため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がない
とき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。）の規定により随意契約にて執行いたします。 
なお、本案件は、入札書の提出があった３社に対応可能か否かを確認したところ、受注意欲がある
ことを確認でき、２社により随意契約による執行とするものです。

市立病院外来照明ＬＥＤ化工事

越谷市東越谷十丁目３２番地

（８）概 要 施設機能向上のため、２階外来廊下の照明器具をＬＥＤ照明に改修する。



【特命随意契約理由】 
　本工事は、既設工事である橋梁耐震整備工事（千代田橋）と施工範囲が重なる箇所の工事を行う
ため、上記既設工事と密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・円滑な施
工・安全性及び品質を確保できるとともに、経費の合算により削減が図られるため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第６号により、上記既設工事の落札業者である池中建設株式会社と特命
随意契約を締結するものです。

橋梁耐震整備工事（千代田橋）その２

越谷市大字増林地内外

（８）概 要 千代田橋　（橋長Ｌ＝５２．５ｍ、全幅員Ｗ＝２０．８ｍ） 
仮設工　１式

履 行 期 間

契 約 金 額

受 注 者 池中建設株式会社            

23,430,000 円(税込み)

令和４年３月１６日から令和４年３月２８日まで

埼玉県越谷市東越谷７－３１－３

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

001№

5031000960契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別



【特命随意契約理由】 
　土留部の破損が確認され、緊急修繕を実施しなければ道路陥没が発生する可能性があることから
緊急に対応する必要があります。以上のことから、競争入札を実施する時間的余裕がないため、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により、早急に対応が可能である有限会社沖田
土木と、特命随意契約を締結するものです。

公共修繕（御料堀）

越谷市東大沢三丁目地内外

（８）概 要 　令和４年３月２２日に土留部の破損が確認され、緊急修繕を実施しなければ道路陥没が発生し市
民生活に多大な影響を及ぼす可能性があったため、令和４年３月２４日に、文書によらず口頭にて
決裁権者である課長の決裁を得て、執行しました。つきましては、執行後となりますが文書にて記
録を残す必要があるため、起案いたします。

履 行 期 限

契 約 金 額

受 注 者 有限会社沖田土木            

2,420,000 円(税込み)

令和４年３月２４日から令和４年３月３１日まで

埼玉県越谷市向畑５２８－４

土木一式工事　

内容を公表いたします。

（３）

件 名

場 所

随意契約執行結果（公表用）

002№

5031000966契約番号：

　越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成１３年告示６１号）に基づき、以下の

（４）

（１）

（２）

理 由

（５）

（９）

（６）

（７）受注者住所

種 別


